東北ブロック老人福祉施設協議会規約
（名称）

第1条　この会は、東北ブロック老人福祉施設協議会(以下｢協議会｣という。)と称する。

（目的）
第２条　協議会は、施設及び事業所相互の連絡調整を図り、経営の充実並びに介護サービスの質の向上を図ると共に地域の高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

（組織・会員)

第３条　協議会は、東北六県及び政令指定都市の老人福祉施設協議会又は社会福祉協議会老人福祉施設部会（以下、「県・市協議会」という。）の会員である養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス及び老人デイサービスセンター等（以下｢施設・事業所｣という。)をもって組織し、これを会員とする。

（事業）

第４条　協議会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。

（１）　老人福祉施設事業の経営等に資するための老人福祉施設大会の開催

（２）　老人福祉施設事業における利用者の処遇、介護サービスの質の向上及び職員の資質向上に資するための老人福祉施設研究会の開催

（３）全国老人福祉施設協議会と共催して行うカントリーミーティング東北の開催

（４） その他、協議会の目的達成に必要な事業

（役員）

第５条　協議会の運営及び事業の執行を図るため、次の役員を置く。

（１） 会長　　１名

（２） 副会長　２名

（３） 理事　２１名（会長、副会長を含む）

（４） 監事　　２名

（役員の任期）

第６条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　補充の役員の任期は、残任期間とする。

（役員の選任）

第７条　役員の選任は、次のとおりとする。

（１） 理事は、県・市協議会３名とする。なお、選任にあたっては、県・市協議会の会長を含めるものとする。

（２） 県・市協議会から選出された理事は、総会において選任するものとする。

（３） 県・市協議会から選出された理事に欠員が生じた場合は、欠員が生じた県・市協議会が速やかに補充し、総会において選任する。ただし、総会における選任までの期間についても、補充された者は、前第２号の規定に関わらず理事の資格を有する。

（４） 会長、副会長は、理事の互選とする。

（５） 監事は、県・市協議会の持ち回りとし、県・市協議会から選出された者を総会において選任する。

　　　

（役員の職務）

第８条　役員の職務は、次のとおりとする。

(１） 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

(２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め決められた順位に従い、その職務を代行する。

（３） 理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。

（４） 監事は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。

(顧問及び参与）

第９条　協議会に顧問及び参与をおくことができる。

２　顧問及び参与は理事会に諮って会長が委嘱する。

３　顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

（総会）

第１０条　総会は、毎年１回５月に開催する。但し、会長が必要と認めたとき、又は会員の３分の１以上から審議すべき事案を示して請求があったときは、臨時総会を開催するものとする。

２　総会の招集は、会長が行い、議長は出席者の中からその都度選出するものとする。

３　総会は、委任状も含め会員の２分の１以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

４　委任状の委任先は、議長又は県・市協議会の会長とする。

５　総会は、この規約で別に定めるもののほか次の事項を審議議決する。

（１）事業計画及び予算に関する事項

  (２）事業報告及び決算に関する事項

(３）規約等の制定及び改廃に関する事項

(４）その他、会務に関する重要な事項

６　総会における議事録は、議長及びその都度選出された議事録署名人２名が議事の経過を記載した議事録に署名し押印しなければならない。

（理事会）

第１１条　理事会は、理事総数の３分の２以上の出席をもって成立するものとする。

２　理事会は、この規約で別に定めるもののほか次の事項を議決する。

（１）総会に付議すべき事項

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項

（３）その他会務の執行に関する事項

３　理事会は、第２項第２号及び第３号に関する議決については、常任理事会にその権限を委ねるものとする。

４　理事会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

５　理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催するものとする。

６　理事会は、会長が招集する。

７　理事会の議長は、会長がこれにあたるものとする。

８　理事会における議事録は、議長及びその都度選出された議事録署名人２名が議事の経過を記載した議事録に署名し押印しなければならない。

(常任理事会）

第１２条　前条第３項の円滑な業務の執行を図るため、常任理事を置くものとする。

２　常任理事は、理事のうち県・市協議会の会長の職にある者をあてるものとする。

３　常任理事会は、常任理事の３分の２以上の出席をもって成立するものとする。

４　常任理事会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

５　常任理事会は、会長が必要と認めたとき、又は、常任理事の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催するものとする。

６　常任理事会は、会長が招集する。

７　常任理事会の議長は、会長がこれにあたるものとする。

（委員会等)

第１３条　会長は、必要に応じ協議会の目的達成のため委員会を置くことができる。

２　委員会の委員の委嘱は、理事会の意見を聞いて、会長がこれを委嘱するものとする。

３　委員会は、会長から委託された事項を処理する。

４　委員会の委員の定数は、１５名以内とする。

５　会長は、委員会の委員に理事会の意見を聞いて、協議会会員でない専門知識を有する者を専門委員として委嘱することができるものとする。

６　委員会に委員長１名、副委員長１名を置き委員会委員の互選により選出する。

７　その他、委員会等に関し必要な事項は、理事会に諮り会長が定める。

（事務局）

第１４条　協議会の事業を執行するため事務局を置く。

２　事務局の在所地は、理事会に諮って会長が定める。

３　事務局の事務を処理するため、事務局長１名、事務局員若干名を置く。

４　第１項に規定する事務局の業務は、その範囲を定め、理事会の承認を得て、ほかの社会福祉法人又は団体に委託することができる。

（経費)

第１５条　協議会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

２　会費の額については、別に定める会員会費規程によるものとする。

（事業及び会計年度）

第１６条　協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日で終わる。

（委任規定）

第１７条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事会に諮り会長が定める。

附則

１　この会の設立年度の事業計画及び収支予算は、この規約の規程にかかわらず設立総会

の定めるところによる。

２　この会の設立当初の会員は、従前の東北ブロック養護、軽費老人ホーム連絡協議会並

びに東北ブロック特別養護老人ホーム連絡協議会の会員とする。

３　この会の設立当初の役員の任期は昭和６０年２月１３日から昭和６１年３月３１日ま

でとする。

４　この規約は昭和６０年２月１３日から施行する。

５　役員の任期は、昭和６３年度にかぎり昭和６３年４月２７日から昭和６４年３月３１

日までとする。

６　この規約は、昭和６３年４月２７日から施行する。

７　この規約は、平成３年５月９日から施行する。

８　この規約は、平成５年５月７日から施行する。

９　この規約は、平成７年５月８日から施行する。

附則

１　この規約は、議決の日から施行し平成１４年４月１日から適用する。

２　この規約に記載の政令指定都市については、宮城県内に含むものとする。

３　平成１４年３月３１日までの会員は一元化後も会員とする。

附則

　この規約は、議決の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。

附則

この規約は、議決の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。

附則

この規約は、議決の日から施行し、平成１７年4月1日から適用する。　
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